
産学官共同研究推進事業補助金

大学や研究機関との共同研究により、
新製品・新技術等の開発に係る取り組みを支援します

補助対象者

・桐生市内に主たる事業所を有する事業者

・桐生市内に主たる事業所を有する事業者と共同で研究を実施し、

桐生市への経済的波及効果をもたらす事業を行う市外事業者

補助対象経費

【共同研究費】

・大学や公設試験研究機関等との共同研究に要する必要経費

・市長が特に必要と認める経費

【その他経費】

・機械装置や工具器具の導入に要する経費

・研究開発成果の知財出願（国内・海外）に要する弁理士費用

・市長が特に必要と認める経費

補助率等

【上 限】200万円

【補助率】共同研究費 定額

その他経費 補助対象経費の1/2以内(上限50万円)

補助対象期間 補助金交付決定日～令和9年2月28日

公募期間
令和８年5月15日まで

桐生市産業経済部 商工振興課 産業立地戦略担当

電話：0277-32-4120 (直通) Eﾒｰﾙ：shoko@city.kiryu.lg.jp

・申請後に有識者等による

審査があります。

・交付決定前の事業着手は

認められません。

公募要領は、桐生市ホーム

ページまたは商工振興課にあ

ります。

制度に関する詳細は公募

要領をご確認ください。

問合せ・申込先

桐生市 共同研究補助金

令和８年度 桐生市

申請
※５月１５日まで

審査
交付決定

※６月下旬を予定

補助対象

期間

実績報告

※３月８日まで

補助金の支払
または精算

※３月末から

４月中旬を予定

≪スケジュール・提出書類≫

・補助金交付申請書(様式第1号)
・補助事業計画書(様式第2号)
・添付書類

・実績報告書(様式第9号)
・添付書類

申請書等のダウン
ロードはこちら！

※共同研究費については、
補助金の概算払いも可


